
（議題１）参考資料７ 

諮問、付託、答申等の手続き（酒類の表示基準又は重要基準の制定） 

 

○ 酒類の表示基準又は重要基準の制定（法86条の８） 

 

・ 表示基準（案）又は重要基準（案）の作成 

・ パブリック・コメント 

・ WTO通報 

制定した酒類の製法・品質等に関する事項の表示基準又は重要基準を告示

酒類の製法・品質等に関する事項の表示基準又は重要基準を制定 

国税審議会答申 

（パブリック・コメント及びWTO通報を踏まえた）審  議 

酒類分科会報告 

審     議 

酒類分科会への付託 

国税審議会への諮問（法86の８） 

① 酒類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するため酒類の表示の適正化を図

る必要があると認めるとき、酒類の製法、品質等の表示につき定める基準（「酒類の

表示基準」という。）。(法86条の６①) 

② ①の表示の基準のうち、特に表示の適正化を図る必要があるものとして定める基準

（｢重要基準｣という。）。（法86条の７） 

（注）法：酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 


